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固定資産税・都市計画税の概要 

住宅用地
の特例

全国
8兆7,550億円

東京都
1兆1,673億円

全国
1兆2,444億円

東京都
2,255億円

税　収
（H27決算）

使　途

都市計画税固定資産税

全市町村
（23区の区域内は都が課税）

１，７１９（H28.4.1現在）

土地、家屋及び償却資産

土地、家屋又は償却資産の所有者

　　　　　　　　　　　価格（適正な時価）
　　　　　 　土地及び家屋は３年ごとに評価替え
　　　　　  　土地は、地価が下落している場合は
　　　　　  　毎年、評価額を修正。

小規模住宅用地　価格の６分の１
（住宅１戸あたり200㎡まで）

一般住宅用地　　価格の３分の１

課税団体

課税団体数

課税客体

納税義務者

課税標準

税　率 標準税率　　１．４％ 制限税率　０．３％

普通税

目的税

都市計画事業又は土地区画整理事業に
充当するための任意の目的税

都市計画区域を有する市町村
（23区の区域内は都が課税）

６４８（H28.4.1現在）

原則として市街化区域内の土地及び家屋

土地又は家屋の所有者
賦課徴収は固定資産税とあわせて行われる

同左

小規模住宅用地　価格の３分の１
（住宅１戸あたり200㎡まで）

一般住宅用地　　価格の３分の２

注１ 「地方税の概要」（総務省）、「平成27年度市町村税徴収実績調」（総務省）、「平成27年度版東京都税務統計年報」（東京都主税局）、「平成28年度版要説固定資産税」（固定資産税務研究会）等により作成。 

  ２ 固定資産税の税収には交付金を含む。 
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全国市町村税収と都税収に占める固定資産税と都市計画税の割合（平成27年度決算額）

注１　「平成27年度市町村税徴収実績調」（総務省）及び「平成27年度版東京都税務統計年報」（東京都主税局）より作成。
 　２　全国市町村税収の「その他」は、軽自動車税、市町村たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、法定外普通税、目的税（都市計画税を除く）、旧法による税である。
 　３　都税収の「その他」は、都民税（利子割）、個人事業税、不動産取得税、都たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、特別土地保有税、狩猟税、
　　　事業所税、宿泊税、旧法による税である。

都市計画税 

12,444  

5.9% 

固定資産税

87,550  

41.5% 

市町村民税

（個人） 

72,237  

34.3% 

市町村民税

（法人） 

23,243  

11.0% 

その他 

15,289  

7.3% 

全国市町村 

税収 

21兆763億円 

固定資産税 

11,673  

22.5% 

都市計画税 

2,255  

4.3% 

都民税 

（個人） 

8,819 

17.0% 都民税 

（法人） 

8,708  

16.8% 

法人事業税

8,928  

17.2% 

繰入地方 

消費税 

7,004 

13.5% 

その他 

4,449  

8.6% 

都税収 

 

5兆1,836億円 

（単位：億円） （単位：億円） 
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  ２ 固定資産税の税収には、道府県固定資産税と交付金を除く。 
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注１ 　計数は、平成27年度までは決算額、平成28年度は補正予算、平成29年度は当初予算ベースである。
注２ 　固定資産税の税収には、交付金を除く。

固定資産税収の推移（東京都） 

(単位：百万円) 
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人口一人当たりの固定資産税の税収額の指数（平成27年度決算額） 全国平均＝100

   注１　「平成29年度 地方税に関する参考計数資料」（総務省)より作成。

　　 ２　都道府県の指数のうち、最高値と最低値を黒色で表示。

     ３　数値は全国平均を100とした場合の指数で、平成28年１月１日現在の住民基本台帳人口による。

     ４　各税収額には超過課税分を含む。

     ５　大規模償却資産に係る道府県分及び市町村交付金は含まない。
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人口一人当たりの固定資産税（土地）の用途別税収額の指数（推計） 全国平均＝100

   注１　「平成29年度　地方税に関する参考計数資料」（総務省）及び「平成27年度固定資産の価格等の概要調書（土地　都道府県別表）」（総務省)に基づき作成。

　　 ２　都道府県の指数のうち、最高値と最低値を黒色で表示。

     ３　数値は全国平均を100とした場合の指数で、平成28年１月１日現在の住民基本台帳人口による。

     ４　各税収額には超過課税分を含む。

     ５　「土地（全体）」は、平成27年度の税収の決算額による。「住宅用地」「商業地等」「農地」は、平成27年度の法定免税点以上の土地の課税標準額の割合により推計。

     ６　「住宅用地」は宅地の小規模住宅用地及び一般住宅用地、「商業地等」は住宅用地以外の宅地、「農地」は田及び畑の合計の課税標準額による。
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注１ 「地方税(2016.９)」(地方財務協会)により作成。
注２　東京都特別区は、「人口50万人以上の市」として区分し、23区をもって１団体として計上している。
注３　都市計画税の税率採用状況については、都市計画税条例を有するが、条例の本則又は附則で課税を留保している団体を除く。

（平成28年４月１日現在）

29 0 0

合　計

標準税率

1.4％（A）

人口50万人
以上の市

人口５万人以上
50万人未満の市

人口５万人
未満の市

町　村

464

212

861

1,566

47 3

標準税率採用
団体の比率

（A／C）

1,719

100.0% 0.0%

92.8% 7.2%

超過課税採用
団体の比率

（B／C）小　計（B)

0

合　計（C）

29

超過課税　　　　　　　税率区分
　
　団体区分

153

262

67 928

50

52 15

134 19

35 1 36 500

1.6％超～
1.8％以下

1.4％超～
1.6％以下

80.9% 19.1%

92.8% 7.2%

91.1%

（平成28年４月１日現在）

　　　　　　　税率区分
　
　団体区分

制限税率未満 制限税率
合　計（C）

制限税率未満の
税率採用団体の

比率
（Ａ／C）

制限税率
採用団体の比率

（Ｂ／C）0.1％未満
0.1％以上
0.2％未満

0.2％以上
0.3％未満

小　計（Ａ) 0.3％（Ｂ）

8.9%

人口５万人
未満の市 0 12 39 51

24 28 14.3% 85.7%

人口５万人以上
50万人未満の市 2 23 170 195 205 400 48.8% 51.3%

人口50万人
以上の市 0 0 4 4

326 648 49.7% 50.3%

固定資産税の税率採用状況(税率別の団体数)

都市計画税の税率採用状況(税率別の団体数)

合　計 3 52 267 322

54 105 48.6% 51.4%

町　村 1 17 54 72 43 115 62.6% 37.4%
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Ⅳ 固定資産税 

 固定資産税は、市町村財政を支える基幹税であり、今後ともその税収の安定的な確保が不可欠である。 

 土地に係る固定資産税については、商業地等の据置特例の対象土地における税負担の不均衡や、現行の一般

市街化区域農地の負担調整措置により生じている不均衡等の課題があるものの、平成９年度から負担水準の均

衡化を進めてきた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にある。一方、地価の状況は、ア

ベノミクスにより、東京都心部は上昇し、地方圏も下げ止まりつつあるものの、力強さに欠ける状況にある。 

 このような状況及び現下の最優先の政策課題はデフレ脱却であることを踏まえ、平成27年度から平成29年度

までの間、土地に係る固定資産税の負担調整の仕組みと地方公共団体の条例による減額制度を継続する。 

 その一方、今後、デフレから脱却し、地価が一定程度の上昇に転じる場合には、商業地等の負担水準がばら

つき、負担の不均衡が再拡大する等の問題が生じ、商業地等の据置特例等の負担調整措置の見直しが必要とな

ると考えられる。 

 また、農地に関しては、早期の宅地化を期して市街化区域に編入された農地の税負担が長期にわたって低い

状態にとどまるため、長く市街化区域内で営農されている農地との間での不均衡等の課題も生じている。これ

については、都市農業の振興に係る措置の検討とあわせて、検討を進める必要がある。 

 これらを踏まえ、次期評価替えまでの間において、デフレ脱却の動向を見極めつつ、これらの課題への対処

について検討を進めるとともに、税負担の公平性や市町村の基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、

異なる用途の土地や他の資産との間の税負担の均衡化等、固定資産税の今後を見据えた検討を行う。 

第一 平成27年度税制改正の基本的考え方 

平成27年度税制改正大綱（固定資産税関係部分抜粋） 

平成26年12月30日
自　由 　民　 主　 党
公         明          党

注 下線は事務局による。 
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固定資産税の課税に係る東京都・全国知事会・全国市長会の意見 

○平成30年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求（平成29年６月 東京都） 

 ３ 行財政改革 

  11 固定資産税制の改革 

   ＜具体的要求内容＞ 

    （１） 土地の税負担の在り方を検討する際には以下のとおり適切に対応すること。 

       ① 負担調整措置や各種特例などについて検討する際には、税負担の増加や自治体ごとに異なる地価の状況等に 

                 配慮すること。 

       ② 商業地等の税負担を緩和するため、商業地等の条例減額制度を継続すること。また、住宅用地等の税負担 

                 の急増を抑えるため、住宅用地等の条例減額制度を継続すること。 

○平成29年度 税財政等に関する提案（平成28年10月 全国知事会） 

 【各論】Ⅰ 地方税制度（個別税目）の見直し等 

      ９ 固定資産税の安定的確保 

        固定資産税については、地方団体の重要な基幹税目であることから、厳しい地方団体の財政状況を踏まえ、 

               様々な軽減措置を見直すことなどにより、その安定的確保を図ること。 

○第87回全国市長会議決定 重点提言（平成29年６月 全国市長会） 

 ７ 都市税財源の充実確保に関する重点提言  

  ２．地方税の充実強化 

   （５） 固定資産税は市町村財政を支える安定した基幹税であり、市町村の行政サービスを支えるうえで不可欠なものと 

            なっていることから、引き続きその安定的確保を図ること。 

     （中略） 

       また、土地評価額の上昇に対応するため平成６年度に拡充された固定資産税における土地の負担調整措置等につ 

            いては、平成30年度の評価替え時において、近年の地価の動向等社会経済情勢の変化を踏まえ、負担の公平化を図 

            る観点から見直すこと。 
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地価公示価格の推移（住宅地）

注１ 「平成29年地価公示 全国の地価動向」（国土交通省）及び「平成29年地価公示価格（東京都分）の概要」（東京都財務局）より作成。

２ 「地価公示価格（指数）」は、昭和58年を100とし、各年の対前年変動率を連乗したもの。

３ 「地方四市」は、札幌市、仙台市、広島市、福岡市の４市。
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地価公示価格の推移（商業地）

注１ 「平成29年地価公示 全国の地価動向」（国土交通省）及び「平成29年地価公示価格（東京都分）の概要」（東京都財務局）より作成。 

 ２ 「地価公示価格（指数）」は、昭和58年を100とし、各年の対前年変動率を連乗したもの。 

  ３ 「地方四市」は、札幌市、仙台市、広島市、福岡市の４市。 
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土地に係る負担調整措置の経緯について

注　政府税制調査会　第１回基礎問題小委員会（平成26年５月12日）資料より作成。

＜参考＞ 

平成４年度の税制改正に関する答申 

（平成３年12月政府税制調査会）（抄） 

 地価公示価格の７割程度を目標とする平成６年度の評価替えは、基本的に評価の均衡化・適正化を図

ろうとするものであることから、それに伴う納税者の税負担については、評価替えの状況を勘案しつつ、前

年度の税額を基礎としたなだらかな負担調整措置、住宅用地（特に小規模な住宅用地）に係る課税標準

の特例措置、住宅用建物に係る経年減価、住宅用地に係る都市計画税の負担のあり方等の見直しを行

い、税負担に急激な変化が生じないよう総合的かつ適切な調整措置を講ずるべきである。 

＜平成５年度まで＞ ＜平成６年度～平成８年度＞ ＜平成９年度～＞ 

　①　各市町村間、各土地間、公的土
　　　地評価間で評価水準に大きな格差

　②　全体的に評価水準が相当低下

　③　評価額は３年間据置

　　原則、評価替えの翌々年度に課税
　標準額が評価額に到達する（＝評価
　額課税）負担調整措置

評　価

課　税

　①　公的土地評価の均衡化・適正化
　　　の要請から７割評価の実施（土地
　　　基本法など）

　②　評価額は３年間据置

　①　評価額の急上昇に対応するため、
　　 ゆるやかに課税標準額を上昇させ
　　 る負担調整率を適用

  ②　住宅用地の税負担の緩和
　　　・小規模住宅用地の特例拡充
　　　　（１／４→１／６）
　　　・一般住宅用地の特例拡充
　　　　（１／２→１／３）

評　価

課　税

　①　７割評価の実施

　②　地価下落に対応するため、据置年
　　 度においても評価額の修正を可能
　　 に     

負担水準の一層の均衡化

　①　負担水準の低い土地について、
　　 ゆるやかに課税標準額を上昇させ
     る

　②　負担水準が一定以上の土地につ
　　 いて、課税標準額を引き下げ又は
     据え置く

　③　商業地等の課税標準額の上限

　   Ｈ９～Ｈ11→評価額の80％
　   Ｈ12、Ｈ13→　　〃　　75％
　   Ｈ14～Ｈ26→　　〃　　70％

課　税

評　価
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課税標準額負担調整措置等の推移（住宅用地・商業地等） 

注 一般財団法人資産評価システム研究センター「地方税における資産課税のあり方に関する調査研究」（平成29年３月）より抜粋。 
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小規模住宅用地における評価額に対する課税標準額の割合の推移 

据置特例対象土地以外の税負担の 

不均衡是正はほぼ達成 （課税標準額/評価額） 

注１ 一般財団法人資産評価システム研究センター「地方税における資産課税のあり方に関する調査研究」（平成28年３月）より抜粋。 

   ２ 「当該年度課税標準額/当該年度評価額」（％）を表側にとり、それぞれの水準ごとに「当該水準の当該年度課税標準額/当該年度課税標準額総額」（％）を示したものである。「●」で１％を示している。 

   ３ 各年度、「固定資産の価格等の概要調書」（総務省）による。 

   ４ 割合の計は四捨五入により合わないことがある。 
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商業地等における評価額に対する課税標準額の割合の推移 

注１ 一般財団法人資産評価システム研究センター「地方税における資産課税のあり方に関する調査研究」（平成28年３月）より抜粋。 

   ２ 「当該年度課税標準額/当該年度評価額」（％）を表側にとり、それぞれの水準ごとに「当該水準の当該年度課税標準額/当該年度課税標準額総額」（％）を示したものである。「●」で１％を示している。 

   ３ 各年度、「固定資産の価格等の概要調書」（総務省）による。 

   ４ 割合の計は四捨五入により合わないことがある。 
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